
議案第１号関係

秋田都市計画地区計画の決定（秋田市決定）

都市計画南部ニュータウン大野地区計画を次のように決定する。

名 称 南部ニュータウン大野地区計画

位 置 秋田市仁井田字新中島、大野地内

面 積 約 ５．５ｈａ

地区計画の目標 当地区は、JR秋田駅から南西約４．５ｋｍの市街化調整区域

に位置し、既存集落、計画的に整備された住宅団地ならびに都

市計画道路南部中央線に接した計画的な宅地開発が行われた区

域である。また、近隣には一級河川雄物川が流れるなど、緑と

川面という心やすらぐ、閑静な住宅地となっており、「住宅地

としての環境を高度に維持増進する」ことを目的とした建築協

定によって、良好な居住環境が形成されている。

本計画は、建築協定の趣旨を踏まえた地区計画を定めること

により、将来にわたって、現在の良好な居住環境の形成と保全

を図ることを目標とする。

区 土地利用の方針 地区の特性を考慮し、次の２地区に区分のうえ土地利用を図

域 る。

の １ Ａ地区（住宅街区）

整 良好な居住環境や街並みの維持・形成とともに、閑静で緑

備 豊かな戸建住宅の街区とし、周辺環境と調和した住宅地とし

・ ての土地利用を図る。

開 ２ Ｂ地区（住民サービス施設街区）

発 良好な居住環境や街並みの維持・形成とともに、一定規模

お 以下の店舗、食堂、理髪店等、計画区域内の地区住民の生活

よ に必要なサービス施設の立地を誘導する街区としての土地利

び 用を図る。

保

全 地区施設の整備 当地区では、既に宅地開発により道路・公園および上下水道

の の方針 等の基盤整備が完了しており、今後ともその機能および環境が

方 損なわれないよう維持・保全を図る。

針

建築物等の整備 良好な居住環境の形成および保全を図るため、建築物の用

の方針 途、容積率、建ぺい率、敷地面積、壁面の位置、高さ、形態・

意匠ならびにかき・さくの構造の制限を行う。

その他当該区域 当地区は、市街化調整区域内であり、周辺の良好な自然環境

の整備、開発及 との調和を図るとともに、緑豊かな居住環境を目指し、敷地内

び保全に関する の緑化推進に努めるものとする。

方針
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地 建 地区の 名称 Ａ 地 区 Ｂ 地 区

区 築 区分

整 物 面積 約 ４．２ｈａ 約 １．３ｈａ

備 等

計 に 建築物等の用 次の各号に掲げる建築物以 次の各号に掲げる建築物以

画 関 途の制限 外は建築してはならない。 外は建築してはならない。

す １ 一戸建ての専用住宅 １ Ａ地区（住宅街区）で建

る ２ 兼用住宅で、延べ面積の 築できるもの

事 ２分の１以上を居住の用に ２ 建築基準法別表第２

項 供し、かつ兼用用途の床面 （ろ）項第２号に掲げる建

積の合計が５０㎡以内であ 築物

り、建築基準法施行令第 ３ 前各号の建築物に附属す

１３０条の３第１項第１ るもの（建築基準法施行令

号、第２号、第３号のうち 第１３０条の５に掲げるも

理髪店、美容院および第６ のを除く)

号に掲げる建築物

３ 住宅と兼用する診療所

４ 近隣住民を対象とした公

民館又は集会所および建築

基準法別表第２（い）項第

９号に掲げる公益上必要な

建築物

５ 前各号の建築物に附属す

るもの（建築基準法施行令

第１３０条の５に掲げるも

のを除く）

容積率の最高 １０分の８

限度 ただし、専ら自動車の停留、駐車のための施設の用途に供す

る部分については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計

の５分の１以内、かつ３０㎡以内まで容積率の対象床面積に算

入しない。

建蔽率の最高 １０分の５

限度

敷地面積の最 ２００㎡

低限度

壁面の位置の 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの

制限 距離（以下「外壁の後退距離」という。）は、１．０ｍ以上と

する。ただし、隣地に面する側にあっては、外壁の後退距離の

限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の一に

該当する場合は、０．５ｍ以上とする。

１ 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下

であること。

２ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ

２



以下で、かつ床面積の合計が５㎡以内であること。

建築物等の高 建築物の最高の高さは地盤面から１０ｍ以下とし、軒高は７

さの最高限度 ｍ以下とする。

敷地造成時の地盤面の高さは変更しないものとする。ただ

し、出入口や車庫等の構造に伴う削土および築山等に伴う盛土

はこの限りでない。

建築物の各 建築基準法第５６条の第一 建築基準法第５６条の第二種

部分の高さ 種低層住居専用地域の規定を 低層住居専用地域の規定を準用

の制限 準用する。 する。

建築物等の形 １ 敷地境界側に下り勾配のある屋根・軒先・庇等の先端か

態又は意匠の ら、その敷地境界までの距離は０．３ｍ以上とする。また、

制限 屋根には道路又は隣地に落雪等しないように設備を行うもの

とする。

２ 建築物の意匠は、周囲の環境に調和し、かつ良好な住宅地

にふさわしいものとし、宅地内の全ての建築物、囲障等に使

用する材料の配色は周囲の景観を損なわないよう一部の色

（白、または枠材・屋根等に使う黒等）を除き原色を使わな

いこと。また、建築物を増築し、又は車庫、物置等の附属建

築物を設置するときは、既存の建築物と調和のとれた意匠と

する。

屋外広告物 周辺の景観を損なわないよう表示、設置するものとする。

の制限

かき又はさく 建築物の敷地の囲障は、原則として生垣とし、ブロック塀等

の構造の制限 を設置するときは、造成時の宅地地盤面からの高さを、道路に

面する側にあっては０．８ｍ以下、隣地に面する側にあっては

１．２ｍ以下とする。

備 考

「区域は計画図表示のとおり」

理 由

当地区は、市街化調整区域内における計画的な宅地開発が行われた区域であり、「住

宅地としての環境を高度に維持増進する」ことを目的とした建築協定により、良好な居

住環境が形成されている。

本計画は、地区内の一部土地利用の変更に伴い、建築協定の趣旨を踏まえた地区計画

へ移行することで、将来にわたって現在の良好な居住環境の形成と保全を図るものであ

る。
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理 由 書

当地区は、JR秋田駅から南西約４．５ｋｍの市街化調整区域に位置し、平成３年策定の

第４次秋田市総合都市計画において新規市街地候補地に位置付けられ、平成１１年に計画

的な宅地開発が行われた区域であり、既に相当数の住宅が建設され、「住宅地としての環

境を高度に維持増進する」ことを目的とした建築協定によって、良好な居住環境が形成さ

れている。

また、周囲は市街化調整区域内の既存集落や計画的に整備された住宅団地に接するほか、

その近隣には一級河川雄物川が流れるなど、緑と川面という心やすらぐ、閑静な戸建て住

宅地となっており、平成１３年策定の第５次秋田市総合都市計画においても、「市街化調

整区域の環境と調和する良質な住宅地環境の誘導を図る。」地区として位置付けられてい

る。

一方、当該地区内には都市計画道路の構想路線（南部中央線から横山金足線に至る区

間）の計画がされており、土地利用計画上で道路用地として位置付けされている。この構

想路線については、平成２１年３月策定の秋田都市圏の都市交通マスタープランにおいて、

人口減少に伴う将来交通需要の減少予測を受け秋田都市圏全体の道路網が機能縮小されて

いるなか、幹線道路としての必要性が低くなったと判断されることから、新たな都市計画

道路として決定は行わず、構想を取り止めることとした。

このような中、構想路線の道路用地内において、新たに土地利用計画が生じたところで

あるが、現行の制度では制限対象外となっており、建築協定の制限内容との整合を図る必

要があることから、これを契機に地区計画へ移行し、建築確認との連携等により、将来に

わたって現在の良好な居住環境の形成と保全を図るものである。
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